
庁舎の建替えのため、令和３年３月８日から事務所が移転して
います。なお、令和６年３月以降に新事務所に移転予定です。
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国税に関するご質問がありましたら、国税庁ホームページ「チャット
ボット（ふたば）」や「タックスアンサー」をご利用ください。
チャットボット（ふたば）やタックスアンサーでは、よくある質問に
対する一般的な回答を税金の種類ごとに調べることができます（い
くつかの質問に答えることで情報を探しやすくなりました）。

まずは国税庁ホームページで検索！
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